
　応 募 か ら 対 象 事 業 決 定 ま で の 流 れ

で

Ｒマーク　古紙を配合した再生紙を使用しています 2018.6

　■ボランタリー団体成長支援事業

　■ボランタリー活動奨励賞

【平成30年度分】

 平成30年8月 1日(水)～ 9月19日(水)

 平成30年8月 1日(水)～ 9月19日(水)

【平成31年度実施分】

　■協働事業負担金

　■ボランタリー活動補助金
 平成30年9月25日(火)～10月26日(金)

 平成30年6月22日(金)～ 7月25日(水)

ボランタリー活動推進基金21

　　＜応募受付期間＞

か な が わ

「かながわボランタリー活動推進基金21」は、多様な主体が協働、連

携して地域や社会の課題解決を図る協働型社会の実現に向け、 非営

利で公益を目的とする活動（ボランタリー活動）の開始や拡充に対し、期

限を区切って支援を行うものです。

急速な少子・高齢化、国際化や情報化などに伴う地域や社会の課題

を克服し、多様な県民ニーズに適切に対応していくためには、市民が主

体的に社会に参画し、課題解決に取り組んでいく必要があります。

この基金の趣旨を踏まえ、先駆的でモデル性が高く、費用対効果に

優れ、将来の自立を見据えた事業提案を求めます。

基金21 検 索

神奈川県立かながわ県民活動サポートセンター

「かにゃお」は、NPO認知度向上を目的とした

神奈川県のイメージキャラクターです。

ＱＲコード

（問合せ）

神奈川県立かながわ県民活動サポートセンター 基金事業課

TEL 045-312-1121 （内線2831・2832） FAX 045-312-4810

ホームページ 「基金２１」で検索 http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u3x/cnt/f5258/

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2（かながわ県民センター8階）

説明会に参加・事前相談（任意）※

書類審査（幹事会）

事前調査

提 出

プレゼンテーション審査

（審査会）

審 査

負担金

県担当部署との協議

対象事業（団体等）として知事が決定

交付申請書を提出し、

最終審査へ

書類審査

（審査会）

審 査

書類審査

最終審査

補助金 奨励賞

プレゼンテーション審査を経て、

対象事業として選考されます。

書類審査を経て、対象

団体等として選考され

ます。

※必要に応じて現地調査を行います。

※説明会の開催日時は、

県のホームページをご覧ください。

成長支援事業
プレゼンテーション審

査を経て、協議対象

事業として選考された

ものは、県担当部署と

の協議に入ります。



   １　助成金額や継続できる期間など規模が大きい

        　 [神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会]

（いずれも平成30年6月1日現在。委員・幹事は交代する場合があります。）

　かながわボランタリー活動推進基金21の４つのメニュー 　　 かながわボランタリー活動推進基金21の特色

   ２　分野を問わずに応募できる

   ３　事業に要する直接的な経費であれば、人件費にも使える

 　　　 [神奈川県ボランタリー活動推進基金幹事会]

Ⅲ　ボランタリー団体成長支援事業

　　　　 Ⅰ　協働事業負担金／ボランタリー活動補助金

Ⅱ　ボランタリー活動奨励賞

① 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする非営利の事業（宗教活動、政治活動、

選挙活動に該当する事業を除く。 ） に自主的に取り組む特定非営利活動法人、 一般社団法人、 一般財

団法人、 公益社団法人、公益財団法人、法人格を持たない団体及び個人(以下「ボランタリー団体等」とい

う。)であること

② 県内で活動を行っていること

③ 継続した活動が期待されること

④ 基金21の支援を受けることで、組織の運営基盤が整備され、安定的、継続的な事業運営を行っていくこ

とが期待されること

⑤ 法人や法人格を持たない団体にあっては、市民の発意に基づき設立されたものであって、不特定かつ

多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする非営利の事業（宗教活動、政治活動、選挙活動に

該当する事業を除く。）を主たる事業として実施していること

⑥ 代表者等が暴力団員でないこと（神奈川県暴力団排除条例による）

⑦ 神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会・幹事会の委員・幹事が、団体の理事長等代表者、副理事

長、専務理事など中心的に業務を執行する役員や有給の職員でないこと

① 推薦者（応募者）は、県民、県内で活動するボランタリー団体等（自薦も可）、ボランタリー活動を支援し

ている機関及び県内の市町村長です。

② 推薦を受けることができるのは、上記Ⅰの要件を満たすボランタリー団体等です。■ 地域や社会の課題に光を当てた実践的な活動に取り組むボランタリー団体等を表彰する制度です。

● 協働事業負担金
■地域や社会の課題解決に向け、県と協働して効果的に事業を行っていただく制度です。

ボランタリー団体等と県とが対等な立場でパートナーシップを組

んで行えば、一層の効果が期待できると考えられる事業を対象に、

基金からその事業に要する経費に対し応分の負担をします。

● 事業に要する経費について年間1,000万円を上限に負担金を交付

します。

● 最長５年間（特定課題枠は基本３年間）※年度ごとの審査あり

● ボランタリー活動補助金
■地域や社会の課題解決に向け、ボランタリー団体等が取り組む事業を支援する制度です。

ボランタリー団体等が、地域や社会のニーズをとらえて自発的に

取り組む事業や、社会システムの改革をめざしてチャレンジする事

業などで、新たに立ち上げたり展開したりする事業を対象に、基金

からその事業に要する経費の一部を補助します。

● 事業に要する経費の２分の１以内の金額で、年間200万円を上限

に補助金を交付します。

● 最長３年間 ※年度ごとの審査あり

● ボランタリー活動奨励賞

地域や社会への貢献度が高く、他のボランタリー団体等の活動のモデ

ルとなり、今後さらに継続的な発展が期待できる活動に取り組むボラン

タリー団体等を表彰します。

● 知事表彰状及び副賞（上限30万円）を贈呈

「神奈川県ボランタリー活動推進基金幹事会」が審査基準に基づく事前調査を、「神奈川県ボランタリー活動推進基金審査

会」が総合的審査を行い対象事業等を選考します。その後、知事が同審査会からの答申を受け、対象事業等を決定します。

(会長)

長坂 寿久 (一財)国際貿易投資研究所 客員研究員
(会長職務代理者)
小松 裕史 (一社)神奈川政経懇話会 常務理事 事務局長

石渡 和実 東洋英和女学院大学 人間科学部 教授
大川 新人 公募委員
柴田 範子 (特非)楽理事長
高橋 陽子 ダンウェイ(株) 代表取締役
田中 夏子 都留文科大学 非常勤講師
為崎 緑 中小企業診断士

(幹事長)

為崎 緑 中小企業診断士
(幹事長職務代理者)
中島 智人 産業能率大学 経営学部 教授
岡本久美子 (特非)よこすかﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ副代表理事
黒岩 亮子 日本女子大学 人間社会学部 准教授
菅沼 彰宏 (公財)かながわ国際交流財団 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材育成ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ
髙村 文子 (公財)横浜YMCA 国際･地域事業担当ﾁｰﾌ・ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ
皆川 康雄 NPO法人野生動物救護獣医師協会 神奈川支部長
山岡 義卓 神奈川大学 経営学部 国際経営学科 特任准教授

● ボランタリー団体成長支援事業
■ ボランタリー団体が自立的かつ安定的に活動できるよう、県が中間支援組織等にその支援を委託して

実施する事業です。

ボランタリー団体の活動基盤整備のための事業の企画提案を募集し、

実施事業及び受託者を選考の上、県と業務委託契約 (単年度)を結びます。

● 事業受託者は、自ら企画提案した内容をもとに、審査会の意見を

踏まえて事業内容を精査の上、県と委託契約を締結し、事業を実施

します。

● 支援の対象となるボランタリー団体は、事業受託者が公募、選定

を行い、県の承認を得て決定します。 ＮＰＯの中長期計画策定支援

子どもがつくる地域メディアの発信事業

次のすべての要件を満たしていること

身体の不自由な方へのトイレ支援活動

① 特定非営利活動法人、一般社団法人、会社など（法人格の種類や非営利性は問わない）

② 法人格のない団体（財産管理、代表者について定めた定款・規約等があること）

③ 県内でボランタリー団体に対する支援を行っている団体で、事業終了後も引き続き県内で支援を行う意

思を有していること
※ 事業受託者が行う支援事業の対象は、上記Ⅰに掲げる要件のほか、県内で３年以上の活動歴を有し、協働型社会の
担い手としての役割を果たす意思があるボランタリー団体です。
（詳細は、別に作成する「かながわボランタリー活動推進基金21事業等の募集のご案内」を参照願います。）

等 の 選 決 定

○一般部門（分野を問わず） ○特定課題枠（年度ごとに県が特定課題を設定）

ミャンマー少数民族の子ども達への教育支援

対 象 業事 考 ・

特命子ども地域アクタープロジェクト

応 募 者 等 の 要 件


